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（平成 27年度実績評価）
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Step１ 小施策の全体像 

小施策の概要等（構成事業は別紙ロジックモデルシートのとおり） 

現状と課題 

・ ごみの焼却量は，市全域で減少傾向にあるものの，平成 23 年度以降

はわずかに増加している。24 年３月の一般廃棄物処理基本計画の改定

により設定された目標達成のため，更に計画的にごみ減量に取り組む必

要がある。 

・ 不法投棄の確認件数は，近年減少の傾向にあるものの，農道，林道な

どの道路沿いや山間部などでの不法投棄が依然見られ，また，タバコな

どのポイ捨ても依然続いている状況から，引き続き監視やモラル向上へ

の周知，啓発に取り組む必要がある。 

・ クリーンセンターが施設稼働後 17 年を経過しており，ごみ処理広域

化の動きを踏まえ，公害防止協定の遵守及び長期稼働に向けて計画的な

改修が必要である。 

・ 廃止後長期間が経過した三ツ割・門の旧清掃工場や老朽化が著しい粗

大ごみ処理施設など，廃棄物関係施設の計画的な解体・整備を進める必

要がある。 

・ 岩手・玉山環境組合で処理された焼却灰などの最終処分を行う玉山廃

棄物処分場を 25年度から再開しており，適正管理に努める必要がある。 

取組の方向性 

 環境に配慮した暮らしや活動についての理解が進み，環境衛生が守られ

るように，家庭や事業所から排出される廃棄物の適正処理を図るなど，生

活環境を保全する。 

対象 

（誰（何）を対象として行うのか） 

市域及びそこに生活する市民 

意図 

（対象をどのようにしたいのか） 

市民生活の環境衛生を守り，身近な生活環境を良好に保つ。 
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Step２ 成果指標の推移 

（↑：数値を上げていくことを目標とする指標，↓：数値を下げていくことを目標とする指標，→：数値を維持

することを目標とする指標） 

 

Step３ 市民ニーズの把握 

公害監視委員会において，設備改修の計画額に比べて予算額が足りない状況は以前から続き 27

年度はその差が特に大きくなったため，この予算で設備の維持管理ができるのか不安だという意

見が公害監視委員会において出されていることから，必要な予算を確保し，地域住民の環境汚染

に対する危惧を払拭する必要がある。 

盛岡市廃棄物処分場環境保全対策協議会において，地元住民の委員から協定を締結している廃

棄物処分場からの浸出水の排出基準の順守が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 単位 

25 年度 

実績 

（現状値） 

27 年度 

実績 

31 年度 

目標値 

36 年度 

目標値 

A 焼却施設での年間処理量

(↓) 
ｔ 96,367 （集計中） 82,624 71,172 

B 資源ごみ処理施設での年間

処理量（↓） 
ｔ 9,255 （集計中） 9,324 9,382 

C 粗大ごみ処理施設での年間

処理量（↓）) 
ｔ 7,459 （集計中） 6,561 5,813 

Ｄ 生活環境に関する苦情件数

（↓） 
件 80 33 75 70 

Ｅ 市営墓園利用率（市営墓園

使用区画数/市営墓園墓地数）

（↑） 

％ 86.5 86.5 93.9 93.9 

Ｆ 市内の公立小中学校及び市

立社会教育施設で実施される

生活環境の保全に係る環境教

育，環境啓発事業への参加者

数（↑） 

人 34,934 5,914 35,000 35,000 
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Step４ 役割分担分析 

１ 各主体の役割の状況 

 

２ 今後の市の役割の比重の方向性とその理由  

□ 市の役割の比重を拡大していくことを検討する 

■ 現状維持（現在の市の役割の比重を維持する） 

□ 市の役割の比重を縮小していくことを検討する 

（理由） 

環境に配慮した暮らしや活動についての理解が進み,環境衛生が守られるためには，市民・ 

事業者・本市の協働で，家庭や事業所から排出される廃棄物の適正処理を図り，環境美化活動

を推進していくことが不可決であることから，各主体は，それぞれが担う役割を自覚し，現在

の取組みをさらに進めることにより生活環境の保全を図る必要があるため，現状維持とするも

の。 

 

 

 

 役割の内容 
役割分担

比率（％） 

主体の 

役割の状況 

市 

・ 市民への生活環境の保全に係る啓発活動や環境関連の

学習の拡充を図る必要がある。 

・ 廃棄物について適正な処理を図るため，家庭ごみ収集

の効率化や集積場所等への支援や事業者，許可業者への適

正処理の指導を図る必要がある。 

また，廃棄物処理施設においては，適正な管理や計画的

な改修で，施設の安全性を維持し，安定した処理が必要と

なる。 

・ 環境の美化のために，不法投棄対策の強化を図るとと

もに，地域，企業，団体等の清掃活動を支援し，ポイ捨て

禁止などの啓発活動を実施して，環境美化を推進する必要

がある。 

35 

国・県・ 

他自治体 
  

市民・ 

ＮＰＯ 

 市民は，清掃活動や資源集団回収などに積極的に取組み，

環境に配慮した暮らしをこころがける必要がある。 

 また，地域ではまちの美化活動にみんなで取り組み，清掃

活動や環境学習活動などの自発的な環境保全活動に取組む

人の輪を広げる必要がある。 

35 

企業・ 

その他 

 清掃活動などの美化活動に積極的に取組み,事業所から出

るごみの処理にあたっては，積極的に資源化を図り，やむを

得ず発生するごみは自己の責任において，適正に処理を行う

必要がある。 

30 
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Step５ 成果・問題点の把握と改革改善案 

１ 成果の把握と要因分析及び課題の設定 

 (1) 小施策の中で成果をあげた点 

 ・ 盛岡地域内の塵芥収集運搬業務の民間委託を拡大した。 

・ ごみ焼却施設の維持管理においては，排ガス基準値遵守継続日数が 2,000日を越え，地 

域住民との公害防止協定を継続して守ることができた。 
 

 (2) 成果をあげた要因 

 ・ 委託拡大に向け収集センターの現場職委員と十分に協議を行った。  

・ 保守点検業務を確実に実施することにより各種測定機器の状態が良好に維持されている 

ことのほか，運転監視員が安定運転に係る知識や技術を継続して研鑽習得してきたことが 

大きな要因と考えられる。 
 

 (3) さらなる成果向上に向けて取り組むべき課題（課題がある場合に記載） 

 

２ 問題点の把握と原因分析及び課題の設定 

(1) 小施策における現状の問題点 

 ・ 盛岡市や一部事務組合の所管するごみ焼却施設の老朽化が著しい。 

 ・ 塵芥収集運搬業務について平成 26年６月に収集運搬体制の見直しを行ったが，収集時間 

の短縮等まだ改善する余地がある。 

 

(2) 現状の問題点が生じている原因 

 ・ 施設が老朽化しているが予算確保が図れない。 

 ・ 塵芥収集運搬を委託している地区が飛び飛びになっていることから，収集時間や地区の 

収集量を的確に把握することができない。 

 

 (3) 分析した原因を踏まえて取り組むべき課題 

 ・ 県央ブロックごみ・し尿処理広域化の整備方針に沿い，施設を平成 40年度まで稼働させ

る必要があることから予算を確保し，必要な整備を進める。 

 ・ 塵芥収集運搬の委託地区を一塊にするよう地区割りを見直す必要がある。 
 

３ 改革改善案（上記１(3) 及び２(3) で設定した課題に対する具体の取組） 

  ・ 各ごみ焼却施設の改修計画の改修内容を精査し，必要な予算を確保し計画的に改修を行

う。 

 ・ 収集時間の短縮及び地域の特徴に合わせた効果的な指導啓発等を行うため，平成 29年 6 

月に再度収集運搬体制の見直しを行う。 
 

Step６ 小施策と構成事業の関係性 

１ 小施策との結び付きが弱い，もしくは他の事業と重複していると考えられる事業 

  該当事業なし。 

２ １で記載した事業についてその理由 

 

３ １で記載した事業の今後の方向性（案）（縮小・廃止・統廃合等） 


